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────────────────────────────────────────── 

平成25年 第３回 築 上 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第５日） 

平成25年９月19日（木曜日） 

────────────────────────────────────────── 

議事日程（第５号） 

平成25年９月19日  午前10時00分開議 

 日程第１ 議案第61号 平成２５年度築上町一般会計補正予算（第３号）について 

 日程第２ 議案第62号 平成２５年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

 日程第３ 議案第63号 平成２５年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第４ 認定第１号 平成２４年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第５ 認定第２号 平成２４年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

 日程第６ 認定第３号 平成２４年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第７ 認定第４号 平成２４年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

 日程第８ 認定第５号 平成２４年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 認定第６号 平成２４年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第10 認定第７号 平成２４年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第11 認定第８号 平成２４年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 

の認定について 

 日程第12 認定第９号 平成２４年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

 日程第13 認定第10号 平成２４年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

 日程第14 認定第11号 平成２４年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第15 認定第12号 平成２４年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第16 議案第64号 築上町子ども・子育て会議条例の制定について 

 日程第17 議案第65号 築上町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第18 議案第66号 町道路線の変更について 

 日程第19 議案第67号 市町の境界変更について 

 日程第20 議案第68号 市町の境界変更に伴う財産処分に関する協議について 

 日程第21 陳情第１号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保の 

ための意見書採択」に関する陳情について 

 （追加分） 

 日程第22 常任委員会の閉会中の継続審査について 
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────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第61号 平成２５年度築上町一般会計補正予算（第３号）について 

 日程第２ 議案第62号 平成２５年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

 日程第３ 議案第63号 平成２５年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第４ 認定第１号 平成２４年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第５ 認定第２号 平成２４年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

 日程第６ 認定第３号 平成２４年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第７ 認定第４号 平成２４年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

 日程第８ 認定第５号 平成２４年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 認定第６号 平成２４年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第10 認定第７号 平成２４年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第11 認定第８号 平成２４年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第12 認定第９号 平成２４年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

 日程第13 認定第10号 平成２４年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

 日程第14 認定第11号 平成２４年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第15 認定第12号 平成２４年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第16 議案第64号 築上町子ども・子育て会議条例の制定について 

 日程第17 議案第65号 築上町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第18 議案第66号 町道路線の変更について 

 日程第19 議案第67号 市町の境界変更について 

 日程第20 議案第68号 市町の境界変更に伴う財産処分に関する協議について 

 日程第21 陳情第１号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための 

意見書採択」に関する陳情について 

 （追加分） 

 日程第22 常任委員会の閉会中の継続審査について 

────────────────────────────── 
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午前10時00分開議 

○議長（田村 兼光君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達しています

ので、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 ただいまから議事に入ります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第６１号 

○議長（田村 兼光君）  日程第１、議案第６１号平成２５年度築上町一般会計補正予算（第３号）につい

てを議題とします。 

 本案所管分について委員長の報告を求めます。塩田厚生文教常任委員長。塩田委員長。 

○厚生文教常任委員長（塩田 文男君）  報告します。議案第６１号平成２５年度築上町一般会計補正予

算（第３号）について、所管の項目について慎重に審査した結果、電算システム改修委託料及び下城井

小学校プール改修事業のものが主なもので、原案のとおり可決するべきものと決定いたしました。 

○議長（田村 兼光君）  続きまして、中島産業建設常任委員長。中島委員長。 

○産業建設常任委員長（中島 英夫君）  議案第６１号平成２５年度築上町一般会計補正予算（第３号）

について、所管の項目について慎重に審査した結果、干拓水路改修工事及び農業公園整備事業の増

額が主なものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたします。 

○議長（田村 兼光君）  続きまして、信田総務常任委員長。信田委員長。 

○総務常任委員長（信田 博見君）  議案第６１号平成２５年度築上町一般会計補正予算（第３号）につい

て、所管の項目について慎重に審査した結果、町有地造成工事及び基地対策費の増額が主なもので

あり、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（田村 兼光君）  委員長報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第６１号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第６１号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第６１号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第６２号 

○議長（田村 兼光君）  日程第２、議案第６２号平成２５年度築上町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。塩田厚生文教常任委員長。塩田委員長。 

○厚生文教常任委員長（塩田 文男君）  議案第６２号平成２５年度築上町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）について、本案について慎重に審査した結果、各種交付金及び負担金等の額の確定に

伴う補正が主なものであり、原案のとおり可決するものと決定いたしました。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第６２号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第６２号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第６２号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第６３号 

○議長（田村 兼光君）  日程第３、議案第６３号平成２５年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。塩田厚生文教常任委員長。塩田委員長。 

○厚生文教常任委員長（塩田 文男君）  議案第６３号平成２５年度築上町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について、本案について慎重に審査した結果、福岡県後期高齢者医療広域連合への

納付金が主なものであり、原案のとおり可決するものと決定いたしました。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 
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 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第６３号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第６３号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第６３号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．認定第１号 

○議長（田村 兼光君）  日程第４、認定第１号平成２４年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定につい

てを議題とします。 

 本案所管分について委員長の報告を求めます。塩田厚生文教常任委員長。塩田委員長。 

○厚生文教常任委員長（塩田 文男君）  認定第１号平成２４年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定

について──これ第２号、第３号といっていんですか。（「１号だけ」と呼ぶ者あり）所管の項目について

慎重に審査した結果、原案のとおり可決するべきものと決定いたしました。 

○議長（田村 兼光君）  続きまして、中島産業建設常任委員長。中島委員長。 

○産業建設常任委員長（中島 英夫君）  認定第１号平成２４年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定

について、所管の項目について慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

○議長（田村 兼光君）  続きまして、信田総務常任委員長。信田委員長。 

○総務常任委員長（信田 博見君）  認定第１号平成２４年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、所管の項目について慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより認定第１号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。認定第１号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第１号は委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．認定第２号 

○議長（田村 兼光君）  日程第５、認定第２号平成２４年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。塩田厚生文教常任委員長。塩田委員長。 

○厚生文教常任委員長（塩田 文男君）  報告します。認定第２号平成２４年度築上町住宅新築資金等

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、所管の項目について慎重に審査した結果、原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより認定第２号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。認定第２号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第２号は委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．認定第３号 

○議長（田村 兼光君）  日程第６、認定第３号平成２４年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。塩田厚生文教常任委員長。塩田委員長。 

○厚生文教常任委員長（塩田 文男君）  認定第３号平成２４年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入
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歳出決算の認定について、本案について慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより認定第３号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。認定第３号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第３号は委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．認定第４号 

○議長（田村 兼光君）  日程第７、認定第４号平成２４年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。中島産業建設常任委員長。中島委員長。 

○産業建設常任委員長（中島 英夫君）  認定第４号平成２４年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、本案について慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより認定第４号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。認定第４号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第４号は委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．認定第５号 

日程第９．認定第６号 

日程第１０．認定第７号 

日程第１１．認定第８号 

日程第１２．認定第９号 

日程第１３．認定第１０号 

日程第１４．認定第１１号 

日程第１５．認定第１２号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。日程第８、認定第５号平成２４年度築上町霊園事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてから、日程第１５、認定第１２号の平成２４年度築上町水道事業会計歳入

歳出決算の認定までは、厚生文教常任委員会への付託案件であり、一括して委員長の報告を求めた

いが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第５号から認定第１２号まで、一括して委員長

の報告を行うことに決定しました。 

 では、認定第５号から認定第１２号までの報告を求めます。塩田厚生文教常任委員長。塩田委員長。 

○厚生文教常任委員長（塩田 文男君）  報告します。認定第５号平成２４年度築上町霊園事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、次に認定第６号平成２４年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について、認定第７号平成２４年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について、認定第８号平成２４年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、認定第９号平成２４年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、認定第１０号平成２４年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定

第１１号平成２４年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第１２号平成

２４年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について、本案について慎重に審査した結果、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上です。 

○議長（田村 兼光君）  委員長の報告が終わりました。 

 日程第８、認定第５号平成２４年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

します。 
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 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより認定第５号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。認定第５号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第５号は委員長報告のとおり可決されました。 

 日程第９、認定第６号平成２４年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議

題とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより認定第６号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。認定第６号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第６号は委員長報告のとおり可決されました。 

 日程第１０、認定第７号平成２４年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

を議題とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 
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 これより認定第７号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。認定第７号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第７号は委員長報告のとおり可決されました。 

 日程第１１、認定第８号平成２４年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより認定第８号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。認定第８号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第８号は委員長報告のとおり可決されました。 

 日程第１２、認定第９号平成２４年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを議題とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより認定第９号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。認定第９号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第９号は委員長報告のとおり可決されました。 

 日程第１３、認定第１０号平成２４年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい
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てを議題とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより認定第１０号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。認定第１０号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第１０号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 日程第１４、認定第１１号平成２４年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

を議題とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより認定第１１号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。認定第１１号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第１１号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 日程第１５、認定第１２号平成２４年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定についてを議題とし

ます。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 
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 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより認定第１２号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。認定第１２号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第１２号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第６４号 

○議長（田村 兼光君）  日程第１６、議案第６４号築上町子ども・子育て会議条例の制定についてを議題

とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。塩田厚生文教常任委員長。塩田委員長。 

○厚生文教常任委員長（塩田 文男君）  議案第６４号築上町子ども・子育て会議条例の制定について、

本案について慎重に審査した結果、築上町子ども・子育て会議を設置するに当たり新たに条例を制定

するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上です。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第６４号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第６４号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第６４号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 
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日程第１７．議案第６５号 

○議長（田村 兼光君）  日程第１７、議案第６５号築上町営住宅条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。中島産業建設常任委員長。中島委員長。 

○産業建設常任委員長（中島 英夫君）  議案第６５号築上町営住宅条例の一部を改正する条例の制定

について、本案について慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第６５号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第６５号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第６５号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第６６号 

○議長（田村 兼光君）  日程第１８、議案第６６号町道路線の変更についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。中島産業建設常任委員長。中島委員長。 

○産業建設常任委員長（中島 英夫君）  議案第６６号町道路線の変更について、本案について慎重に

審査した結果、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 
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 これより議案第６６号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第６６号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第６６号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第６７号 

○議長（田村 兼光君）  日程第１９、議案第６７号市町の境界変更についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。信田総務常任委員長。信田委員長。 

○総務常任委員長（信田 博見君）  議案第６７号市町の境界変更について、本案について慎重に審査し

た結果、豊前市の県営角田北部地区の土地改良事業実施に伴う境界の変更であり、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第６７号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第６７号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第６７号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第６８号 

○議長（田村 兼光君）  日程第２０、議案第６８号市町の境界変更に伴う財産処分に関する協議につい

てを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。信田総務常任委員長。信田委員長。 

○総務常任委員長（信田 博見君）  議案第６８号市町の境界変更に伴う財産処分に関する協議につい
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て、本案について慎重に審査した結果、豊前市の県営角田北部地区の土地改良事業実施に伴う水路・

里道の財産処分であり、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第６８号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第６８号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第６８号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．陳情第１号 

○議長（田村 兼光君）  日程第２１、陳情第１号「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の

財源確保のための意見書採択」に関する陳情についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。中島産業建設常任委員長。中島委員長。 

○産業建設常任委員長（中島 英夫君）  陳情第１号「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地

方の財源確保のための意見書採択」に関する陳情について、本案につきまして慎重に審査した結果、

市町村の森林の整備・保全等の保護の推進状況を見る必要があるということから、継続審査とすべきと

決定をいたしました。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより陳情第１号について採決を行います。 
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 本案に対する委員長の報告は継続です。陳情第１号は、委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、陳情第１号は委員長報告のとおり継続とすること

に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．常任委員会の閉会中の継続審査について 

○議長（田村 兼光君）  ここで、追加議案です。 

 お諮りします。日程第２２、常任委員会の閉会中の継続審査についてを、会議規則第３９条第２項の

規定により、委員会付託を省略し、本日即決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、常任委員会の閉会中の継続審査についてを、委

員会付託を省略し、本日即決することに決定しました。 

 日程第２２、常任委員会の閉会中の継続審査についてを議題とします。 

 それぞれの常任委員長から、閉会中の継続審査の申し出がありましたので、これを許可したいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。したがって、それぞれの常任委員会委員長の申し出のと

おり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（田村 兼光君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。これで会議を閉じます。 

 町長からの挨拶の申し出がありましたので、これを許します。 

○町長（新川 久三君）  第３回定例会、９月４日から開会していただきまして、１６日間慎重審議をしてい

ただき、議案については全ての議案が可決をいただき、そしてまた、決算についても全て全会一致で、

全ての議案、決算とも承認いただいたとこでございます。まことにありがとうございました。 

 さて、非常に今しのぎやすい時期ではございますけれども、だんだん向寒の季節に向かってまいりま

す。議員の皆様にも、御慈愛の上お体のほうを大事にしながら、町政の活動については、ぜひともいろ

んな参画をお願い申し上げてお礼の言葉とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（田村 兼光君）  これで、平成２５年第３回築上町議会定例会を閉会します。御苦労さまでした。 

午前10時32分閉会 

────────────────────────────── 
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